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でんきガイドブックP2の「『停電？』と思ったら」をご覧ください。

予定日の4～5日前までに下記配電事業所（送配電
コールセンター）までご連絡ください。

お客さまの担当配電事業所は

・ご契約の開始またはご契約の変更に伴い、配電設備の工事等が必要な場合は、離島等供給約款にもと
づき工事費等をご負担いただくことがございます。 
・料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがございます。 
・電気の供給の中止または使用を制限した場合等は、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負
いません。（その原因が当社の責めとなる理由による場合は除きます）
・電気の性質上、返品はできません。
・その他、上記に記載のない事項については、離島等供給約款（離島で電気の供給を受けるお客さまの
ご契約について定めた約款）を参照ください。
　　　　　　　　　　　　※離島等供給約款は、当社配電事業所窓口または当社ホームページでご覧いただけます。

役務提供事業者について
●事 業 者 名 … 九州電力送配電株式会社
●本店所在地 … 郵便番号：810-8705　福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号　電話番号：092-761-3340（代表）
●問い合わせ先 … 上記「お客さまの担当配電事業所」を参照ください。

役務の提供について
●役務の対価 … 料金種別ごとに設定。詳細は、本紙見開き（別冊P10・P11）の「電気料金単価表」を参照ください。
●支 払 方 法  … 口座振替、クレジットカード、振込用紙
●支 払 期 日  … 原則、毎月の検針日の翌日から起算して30日目の日
●提 供 時 期  … お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
●提 供 地 域  … 福岡県、長崎県、鹿児島県の離島等供給約款適用対象地域

その他

九州電力送配電株式会社

電気ご使用開始のお申込み P3へ

P3へ

P2へ

入居時の電気ご使用開始方法 P1へ

P12を
ご参照ください。

なお、スイッチを「入」にしても電気が
つかない場合は、
最寄の当社配電事
業所（送配電コー
ルセンター）へご
連絡ください。

お電話にて最寄の当社配電事業所（送配電コールセンター）まで
ご連絡ください。（恐れ入りますが、ご使用開始後すみやかにお申込みをお願いいたします。）

その他、各種お申込み4最寄の当社配電事業所（送配電コールセンター）までご連絡ください。
ホームページからもお申込みいただけます。

1.入居時の電気ご使用開始方法

ご
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約
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み
・
お
願
い
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電気ご使用開始のお申込みをお願いします。

4. その他、各種お申込みについて

ホームページで
お申込みいただけること

○パソコン・スマートフォンからの
　お申込み

ご使用停止のお申込み

料金プラン変更のお申込み

ご契約容量変更のお申込み

口座振替払いのお申込み（新規・変更）

クレジットカード払いのお申込み
（新規・変更）

離島等供給約款のダウンロード
（パソコン版のみ）

（注）新築のお客さまの場合、電気工事店などから、すでに申し込まれていることもあります
ので、ご確認ください。

電気のご使用開始のお申込みは、最寄の当社配電事業所（送配電コールセンター）までご
連絡ください。連絡先はＰ12をご参照ください。
お申込みの際は、お名前、ご住所、ご使用開始日およびご契約容量（2.で確認したもの）を
お知らせ下さい。
※現行のご契約容量の確認方法はＰ２をご参照ください。
※住所から契約が特定できない場合、計器番号を確認いただく必要がある場合もあります。
　［計器番号の確認方法は、P8「計量器（メーター）の見方」をご参照ください］

ご契約容量（アンペア）変更、口座振替払い申込書郵送等の各種お申込みも、最寄の当社配
電事業所（送配電コールセンター）までご連絡ください。（連絡先はP12をご参照ください）

（注）ホームページでは電気のご使用開始のお申込みができませんので、お手数ですがお電話
でのお申込みをお願いします。

ホームページからも各種お申込みが出来ます。

九州電力送配電 インターネット手続き

スマホ版

お電話でのお申込み

お電話でのお申込み

ホームページでのお申込み

例）リミッターの
ツマミ（30A）

白青茶緑黄赤灰黒

九州電力送配電 アンペアガイド

ご契約容量の見直しや

・電気給湯器や蓄熱式電気暖房機をお持ちのお客さまは、リミッターの容量とご契約
容量が異なる場合があります。
・ご契約種別やメーターの種類によってはリミッターが取り付けられていない場合が
あります。

電気の使い方を工夫（電気製品を同時に使用しない）してもリミッターがたびたび切れるなど
で、ご契約容量の変更を希望される場合は、最寄の当社配電事業所（送配電コールセンター）へ
お申し込みください。

スマホ版

リミッターのツマミの色からご契約容量（アンペア）が確認できます。

入
居
時
の
手
続
き
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お客さまと当社の電気のご契約は、「離島等供給約款」に基づき結ばれています。

クレジットカードでのお支払いをご希望されるお客さまは、申込書を郵送
いたしますので、当社ホームページへアクセスしていただくか、最寄の当社
配電事業所（送配電コールセンター）にご連絡ください。

口座振替をご希望されるお客さまは、申込書を郵送いたしますので、当社
ホームページへアクセスしていただくか、最寄の当社配電事業所（送配電
コールセンター）にご連絡ください。
口座振替日をご指定いただける「口座振替日指定サービス」もございます。

のみご でも
※「離島等供給約款」は最寄の当社配電事業所・当社ホームページでご覧いただけます。

また

電気の周波数は、静岡県の富士川を境に東日本は50ヘルツ、西日本は60ヘルツとなっています。最
近の電化製品は、どちらの周波数の地区でもお使いいただけるものがほとんどですが、長く使用され
ている製品の中には、周波数が異なると、そのまま使用できないものがあります。取扱説明書をご覧
になるか、電器店へご相談ください。

ご転居の予定日が決まりましたら、最寄の当社配電事業所（送配電コールセンター）へお早め
にお申込みください。お申込みの際は、お名前、ご住所、ご転居日時などのほか、「お客さま番
号」（「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」※P6参照）をお知らせください。なお、ご転居当日
は、ご出発前に分電盤のリミッター等のスイッチをすべて「切」にするようお願いします。（電気
給湯器をお持ちのお客さまは、電気給湯器本体のブレーカーも「切」にしてください。）

を通じて、最寄の当社配電事業所へお申込みください。

通じて、最寄の当社配電事業所へお申込みください。

電気のご契約は、お客さまのお申し込みに基づいて行っております。長期に電気の使用がない場合など
で、ご契約を廃止される際は、必ず最寄の当社配電事業所（送配電コールセンター）までご連絡ください。

（郵便局もご利用可）、またはコン
郵送する振込票にてお支払いいただきます。
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（送配電コールセンター）へ

当月のご使用日数
当月及び翌月の検針日
ご契約種別
ご契約容量
お客さま番号
（当社との契約番号です）
供給地点特定番号
当月分のご請求予定額
ご請求予定額の内訳

当月の電気ご使用量
1日の平均ご使用量の前年同月比較及び前月比
当月分の振替予定日
前月・前年同月の電気ご使用日数及び使用量
当月分、翌月分の燃料費等調整単価
前月分の電気料金領収証（口座振替払用）
前月分の燃料費等調整額
前月分の再エネ賦課金（※）
配電事業所名（お問い合わせ先）

九州電力送配電 料金照会

ご契約名義

（ご使用期間 月 日～ 月 日 日間）
　今回検針日

推定

※本書により集金することはありません。

※

。
す
ま
り
あ
が
合
場
い
な
き
で
示
表
を
訳
内
り
よ
に
等
替
取
の
器
量
計

次回検針日月 日 月 日

様
お客さま番号
供給地点特定番号
（ご使用用途） （引込柱）

（計器番号）

訳

内

ｿ ｳ ﾊ ｲ ﾃ ﾞ ﾝ ﾀ ﾛ ｳ
０１－２２２－９９９－０１－０００００１２－３１
０９－０１２３－４５６７－８９１１－００００－００００

２０２０  年　０４　月分
　　　　　　　  　３　　２　  　３　３１　  ３０
　　　　　　　  　４　　 １　  　　　　　　  ５　 １　　 （燃料費等調整単価）
 （ご契約種別）　　　　（ご契約容量）　　　　　　当月分－　　０円８４銭
　従量電灯B　　　　          ３０Ａ　　　　　　    翌月分－ ０円８４銭
ご請求金額　　　　　　　　 ７，７１５　円　　 ご使用量　　　　 ３００ｋＷｈ
（うち消費税等相当額　　　　　 ７０１　円）
　基本料金　　　　　　　　　　 ８９１円００銭

　　最初の１２０ｋWｈ　　　　　　　 ２，０９５円２０銭
　　１２１～３００ｋＷｈ　　　　　　 ４，１５０円８０銭
　　３０１ｋＷｈ～　　　　　　　　　 　　　　０円００銭　　　  ３００ｋＷｈ

　　燃料費等調整額　　　　　　　　　　　 　　　　－　　　２５２円００銭
　再エネ賦課金　　　　　　　 ８８５円００銭
　口座振替割引　　　　　　 　－５５円００銭

振替予定日　４月１３日  お支払期日　５月　１日
再振替日　　４月２２日

０１１フ４１２

１２３４５６７

金

料

量

力

電

１日の平均ご使用量は、前年同月

に比べ　　０％減少（前月に比べ

　０％減少）しています。

２０２０年　３月分２８日間

　　　　　　　２８０ｋＷｈ

２０１９年　４月分３１日間

　　　　　　　３１０ｋＷｈ

ｿ ｳ ﾊ ｲ ﾃ ﾞ ﾝ ﾀ ﾛ ｳ

　　　　　　　　０１－２２２－９９９－０１－０００００１２－３１
（ご使用用途 　　　　　　　　　）
２０２０　 　３　　　　　３　１３

７，２１１

燃料費等調整額　　　　－２３５円
再エネ賦課金　　　　　８２６円

　２　 ３　　　３　 １　　　　　　　　　　２８０
福岡銀行　　　　　　　普通　１２３４５＊

６５５

145
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11 12

2
3 4

1 13

7
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10

15
16
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機械式メーター

（注）２年以上契約がない場合、メーターを取り外すことがあります。
（注）上記以外にも特殊なメーターがございますが、ご不明な点がございましたら最寄の当社配電事業所
（送配電コールセンター）までお問い合わせください。

ご使用量を計量するための計量器は、スマートメーター、機械式メーターもしくは電子式
メーターのいずれかになります。2023年度までに、全世帯へのスマートメーター導入に向
け、順次、計器を取替えて参ります。

ひと月の電力量は、当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定します。

スマートメーター
原則遠隔検針（現地訪問不要）とし、ひと月の電力量は、30分ごとの電力量を合計した値とします。

①指示数
計量器が示す指示数の整数位とします。
（例）計量器が示す指示数…9726.2▶指示数…9726

（注１）ご契約容量の大きさ等に応じて決まります。
（注２）電力量料金単価は、時間帯や季節等によって異なる単価が設定されている契約種別があります。
（注３）火力燃料（原油・液化天然ガス・石炭）の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、平均燃料
　　　価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。毎月変動しますので、当社ＨＰまたはご利用明細で
　　　ご確認ください。
（注4）一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の
　　　供給を行うことが義務付けられております。その離島供給に必要な火力燃料の価格変動を全てのお客さま
　　　（本土および離島）の料金に反映させるための調整単価です。
（注5）国の「電気・ガス料金支援」により電気料金を割引します。
（注6）再生可能エネルギー発電促進賦課金
　　「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネルギー電源で発電された
　　　電気を買い取ることが義務付けられました。
　　　再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、電気料金
　　　の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
　　　計算例では、2025年7月分の単価としています。当月の単価は検針票裏面をご確認ください。

※燃料費等調整単価は、2025年7月分の単価としています。
※燃料費等調整単価および再エネ賦課金単価は「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」（P6）等でお知らせします。
　なお、電気料金は、消費税等込みの料金単価で算定します。
※検針期間（前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間）途中のご契約開始やご契約廃止、または、ご契約
　内容の変更がある場合は、日割計算を行い電気料金を算定します。

①指示数
計量器が示す指示数で、時間帯に関係なく使用量の合計を積算した指示数を
表示します。

季時別電灯お客さまについては、表示時間帯区分毎の指示数を計量器内部で積算し、計算
しているため、時間帯毎の指示数は表示しておりません。このため、時間帯区分毎の使用量
は毎月の「電気ご使用量のお知らせ」にてお知らせいたします。

②計器番号
住所により契約が特定できない場合、計器番号を確認いただくこともあります。

②計器番号
住所により契約が特定できない場合、計器番号を確認いただくこともあります。

②計器番号

②計器番号

計
量
器
の
見
方
・
計
算
方
法

電気
料金

燃料費等調整額（注3）

基本
料金
（注1）

（注2）

（注4）

電力量料金 5,705円50銭

再エネ
賦課金

（注6）

995円00銭
3円98銭×250kWh

口座振替
割引

55円00銭

948円72銭 7,594円離島ユニバーサル
サービス調整額
▲0.01円×250kWh

▲2円50銭

※

※円未満は切り捨て

※

燃料費調整額 ー 割引額（注5）
（1.55円‐0.00円）×250kWh

387円50銭

120kWhまで
18円37銭×120kWh

2,204円40銭

120kWh超過
300kWhまで
23円97銭×130kWh

3,116円10銭

9

契約電流（アンペア）…30A　ご使用量…250kWh　燃料費等調整額

再生可能エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課金）単価…3円98銭／kWh

燃料費調整額…1.55円／kWh
離島ユニバーサルサービス調整額…▲0.01円／kWh

（2025年7月時点）
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1,325円44銭
1,842円40銭
316円24銭
45円80銭
21円35銭
28円39銭
32円16銭
14円59銭

ピーク時間［夏季（7/1～9/30）の13:00～16:00］

（2025年4月1日実施）

335円34銭
18円37銭
316円24銭
18円37銭
23円97銭
26円97銭
335円34銭
316円24銭

1,325円44銭
1,842円40銭
316円24銭
22円31銭
29円67銭
33円61銭
14円59銭

基本料金（6kVA～50kVA未満）

11,192円40銭
1,119円24銭
26円42銭
23円71銭
14円59銭

契約容量が10kVAまでの場合

1,023円23銭
17円40銭
15円71銭

1,331円33銭
16円86銭
14円76銭
13円91銭

1,325円44銭
1,842円40銭
316円24銭
33円57銭
27円71銭
26円03銭
14円59銭

▲55円00銭

〈 新 規 受 付 を 停 止 〉

時間帯別電灯（10時間型）、ピークシフト電灯、深夜電力、第2深夜電力等については新規契約を
停止しました。

新規受付の停止について（2023年4月1日以降）

電気温水器やエコキュートの夜間に通電する機器については、機器の容量に応じ割引をしていました
が、本土と同様、通電機器割引は廃止しました。

通電機器割引の廃止について（2023年4月1日以降）

290円88銭
14円53銭

230円38銭
14円53銭

燃料費等調整額

　火力燃料（原油・液化天然ガス・石炭）の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、
平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整するものです。
　燃料費等調整額は、「九州本土」の燃料費変動を調整する燃料費調整額と、「離島」の燃料費変動を
調整する離島ユニバーサルサービス調整額を合算したものです。　
　時間帯別電灯（10時間型）、季時別電灯、時間帯別電灯、ピークシフト電灯、高負荷率型電灯、低圧
季時別電力、深夜電力、第２深夜電力によりご契約のお客さまは、燃料費調整における上限値の設定
は設けていません。

■電気料金は火力燃料価格の変動分に応じて調整されています

　2012年7月1日より、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
にもとづく「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始され、電気事業者に、再生可能エネル
ギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。
　再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さま
に、電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担
いただきます。

電
気
料
金
の
単
価


